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特定機器型式証明申請に係る要求事項に対する適合性

(1)特定機器型式証明申請に係る要求事項に対する適合性

(燃料体等の取扱施設及び貯蔵施i劣

第十六条発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に使用する燃料体又は使

用済燃料(以下この条において「燃料体等」という。)の取扱施設(安全施設に係るものに限る。)

を設けなけれはならない。

燃料体等を取り扱う能力を有するものとすること。

燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。

崩壊熱により燃料体等が溶融しないものとすること。

四使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。

五燃料体等の取扱中における燃料・体等の落下を防止できるものとすること。

2 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料体等の貯蔵施設(安全施設に属するも

のに限る。以下この項において同じ。)を設けなけれはならない。

燃料体等の貯蔵施設は、次に掲げるものであること。

イ燃料体等の落下により燃料体等が破損して放射性物質の放出により公衆に放射線障害を及

ぼすおそれがある場合において、放射性物質の放出による公衆への影響を低減するため、燃

料貯蔵設備を格納するもの及び放射性物質の放出を低減するものとすること。

口燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる容量を有するものとすること。

ハ燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。

使用済燃料の貯蔵施設(キャスクを除く。)にあっては、前号に掲けるもののほか、次に掲

げるものであること。

イ使用済燃料力、らの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。

口貯蔵された使用済燃料が崩壊熱により溶融しないものであって、最終ヒートシンクへ熱を

輸送できる設備及びその浄化系を有するものとすること。

ハ使用済燃料貯蔵槽(安全施設に属するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)

から放射性物質を含む水があふれ、又は漏れないものであって、使用済燃料貯蔵槽から水が

漏えいした場合において水の漏えいを検知することができるものとすること。

燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時においてもその機能^

が損なわれないものとすること。

3 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃

料取扱場所の放射線量を測定できる設備を設けなければならない。

使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、それを原
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子炉制御室に伝え、又は異常が生じた水位及び水温を自動的に制御し、並びに放射線量を自動

的に抑制することができるものとすること。

外部電源が利用できない場合においても温度、水位その他の発電用原子炉施設の状態を示す^

事項(以下「パラメータ」という。)を監視することができるものとすること。

4 キャスクを設ける場合には、そのキャスクは、第二項第一号に定めるもののほか、次に掲げる

ものでなけれぱならない。

使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。

使用済燃料の崩壊熱を適切に除去することができるものとすること。

使用済燃料が内包する放射性物質を適切に閉じ込めることができ、かつ、その機能を適切に

監視することができるものとすること。

適合のための設計方針

1 について

型式証明申請の範囲外とする。

2 について

MSF-24P 型は、以下のように設計する。

イ型式証明申請の範囲外とする。

口型式証明申請の範囲外とする。

ハ MSF・2Ⅱ型は、使用済燃料集合体を所定の幾何学的配置に維持するための断面形状が中空状

であるバスケットプレート、及び適切な位置に配置された中性子吸収材により臨界を防止する

構造とし、 MSF-2Ⅱ型の貯蔵施設への搬入から搬出までの乾燥状態、及びMSF-2Ⅱ型に使用済

燃料集合体を収納する際の冠水状態において、技術的に想定されるいかなる場合でも、臨界を

防止する設計とする。

型式証明申請の範囲外とする。

3 について

型式証明申請の範囲外とする。

4 について

MSF-2卯型は、設計上想定される状態において、使用済燃料集合体からの放射線をガンマ線遮

蔽材及び中性子遮蔽材により遮蔽し、通常貯蔵時のMSF-24P型表面の線量当量率を2msvh 以下

とし、かつ、 MSF-24P 型表面から lm 離れた位置における線量当量率を 100μSV/h 以下となる設
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計とする。

MSF-24P 型は、自然冷却によって収納した使用済燃料の崩壊熱を外部に放出できる設計とし、

使用済燃料集合体の健全性及び安全機能を有する構成部材の健全性を維持する温度を満足する設

計とする。

MSF-2Ⅱ型は、適切に放射性物質を閉じ込めることができ、閉じ込め機能を監視できる設計と

する。
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②特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響

(燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設)

第十六条発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に使用する燃料体又は使

用済燃料(以下この条において「燃料体等」という。)の取扱施設(安全施設に係るものに限る。)

を設けなけれぱならない。

燃料体等を取り扱う能力を有するものとすること。

燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。

崩壊熱により燃料体等が溶融しないものとすること。

四使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。

五燃料体等の取扱中における燃料体等の落下を防止できるものとすること。

2 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料体等の貯蔵施設(安全施設に属するも

のに限る。以下この項において同じ。)を設けなけれはならない。

燃料体等の貯蔵施設は、次に掲げるものであること。

イ燃料体等の落下により燃料体等が破損して放射性物質の放出により公衆に放射線障害を及

ぼすおそれがある場合において、放射性物質の放出による公衆への影響を低減するため、燃

料貯蔵設備を格納するもの及び放射性物質の放出を低減するものとすること。

口燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる容量を有するものとすること。

ハ燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。

使用済燃料の貯蔵施設(キャスクを除く。)にあっては、前号に掲げるもののほか、次に掲

げるものであること。

イ使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。

口貯蔵された使用済燃料が崩壊熱により溶融しないものであって、最終ヒートシンクへ熱を

輸送できる設備及びその浄化系を有するものとすること。

ハ使用済燃料貯蔵槽(安全施設に属するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)

から放射性物質を含む水があふれ、又は漏れないものであって、使用済燃料貯蔵槽から水が

漏えいした場合において水の漏えいを検知することができるものとすること。

燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時においてもその機能^

が損なわれないものとすること。

3 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃

料取扱場所の放射線量を測定できる設備を設けなければならない。

使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、それを原

子炉制御室に伝え、又は異常が生じた水位及び水温を自動的に制御し、並びに放射線量を自動
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的に抑制することができるものとすること。

外部電源が利用できない場合においても温度、水位その他の発電用原子炉施設の状態を示す

事項(以下「パラメータ」という。)を監視することができるものとすること。

4 キャスクを設ける場合には、そのキャスクは、第二項第一号に定めるもののほか、次に掲げる

ものでなけれはならない。

使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。

使用済燃料の崩壊熱を適切に除去することができるものとすること。

使用済燃料が内包する放射性物質を適切に閉じ込めることができ、かつ、その機能を適切に

監視することができるものとすること。

兼用キャスクを使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響の確認

について

MSF・2Ⅱ型が発電用原子炉施設に与える影粋評価の範囲外とする。

2 について

MSF-24P 型は、以下のように設計する。

イ及び口 MSF・2Ⅱ型が発電用原子炉施設に与える影響評価の範囲外とする。

ハ MSF-2Ⅱ型は、使用済燃料集合体を所定の幾何学的配置に維持するための断面形状が中空状

であるバスケットプレート、及び適切な位置に配置された中性子吸収材により臨界を防止する

構造とし、 MSF-2Ⅱ型の貯蔵施設への搬入から搬出までの乾燥状態、及びMSF・24P 型に使用済

燃料集合体を収納する際の冠水状態において、技術的に想定されるいかなる場合でも、臨界を

防止する設計とするため、発電用原子炉施設の安全性に影響を及ぼさない。

MSF-2Ⅱ型が発電用原子炉施設に与える影響評価の範囲外とする。

3 について

MSF-2Ⅱ型が発電用原子炉施設に与える影響評価の範囲外とする。

4 について

MSF-24P 型は、設計上想定される状態において、使用済燃料集合体からの放射線をガンマ線遮

蔽材及び中性子遮蔽材により遮蔽し、通常貯蔵時のMSF・24P型表面の線量当量率を2msv/h 以下

とし、かつ、 MSF-24P 型表面から lm 籬れた位置における線量当量率を 100μSV/h 以下となる設

計とする。なお、発電用原子炉施設の安全性については影響評価の範囲外とする。

MSF-24P 型は、自然冷却によって収納した使用済燃料の崩壊熱を外部に放出できる設計とし、
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使用済燃料集合体の健全性及び安全機能を有する構成部材の健全性を維持する温度を満足する設

計とするため、発電用原子炉施設の安全性に影響を及ぼさない。

MSF-2Ⅱ型は、適切に放射性物質を閉じ込めることができ、閉じ込め機能を監視できる設計と

するため、発電用原子炉施設の安全性に影響を及ぼさない。
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MSF-24P 型の構造

MSF-24P型は、軽水減速、軽水冷却、加田jく翌蟆子炉(以下「NR」という。)で発生した使用済燃料を貯

蔵する機能を有するとともに、使用済燃料の原子力発電F斤敷1妙トへのj聯1に用いる輸送容器の機能を併せ持

つ金属製の特定兼用キャスク(以下「兼用キャスク」という。)である。

MSF-24P型を用いることにより、兼用キャスク貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)に搬入された後も

使用済燃料集合体を別の容器に詰め替えることなく貯蔵を行うことができる。

MSF-24P型は、キャスク本体、蓋音K、バスケット、緩衝体等で構成され、貯蔵施設内において貯蔵架台を

介して床面に設置される。

MSF・2Ⅱ型の構造及び仕様をそれぞれ第1図から第松図及び第1表に示す。

①キャスク本体

キャスク本体の主要部は、胴、中性子遮蔽材及び外筒等で構成されている。

胴は、炭素鋼製であり、密封容器として設計されている。また、胴と外筒の問には主要な中性子遮蔽

材としてレジンが充填されており、また、胴の炭素鋼は、主要なガンマ線遮蔽材となっている。

キャスク本体の取扱い及び蓋音Kの金属部への衝突が生じない設置方法(横置劃による貯蔵中の固定

のために、上部に2対のトラニオン、下部に2対のトラニオンが取り付けられている。

②蓋部

蓋音風よ、一次蓋、二次蓋及び貯蔵用三次蓋で構成されている。

一次蓋は炭素鋼製の円板状であり、ボルトでキャスク本体上面に取り付けられ、閉じ込め境界が構成

される。一次蓋には主要な巾性子遮敞材としてレジンが充填されており、また、一次蓋の炭素鋼は、主

要なガンマ線遮蔽材となっている。

二次蓋は炭素鋼製の円板状であり、ボルトでキャスク本体上面に取り付けられる。

貯蔵用三次蓋はステンレス鋼製の円板状であり、ボルトでキャスク本体上面に取り付けられる。貯蔵

用三次蓋は、原子力発電所敷地外への運摘々に用いられる三次蓋と同等の構造である。

一次蓋及び二次蓋のシール部には、長期にわたって閉じ込め機能をネ隹持するために金属ガスケットが

取り付けられている。

③バスケット

バスケットは、断面牙刻犬が中空状のアルミニウム合金製のバスケットプレートから構成された格子構

造であり、個々の使用済燃料集合体がキャスク本体内部に配置されたバスケットの所定の格子内に収納

される。また、使用済燃料の未臨界性を%倒寺するために、中性子吸収材を併せて配置している。
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④貯蔵用緩衝体

貯蔵用緩衝体は、ステンレス鋼製のカバープレートとりブから構成される溶接構造物の内部に緩衝材

である村オを充填したものであり、兼用キャスクに加わる衝撃を吸収するため、キャスク本体上部及び

キャスク本体下部に貯蔵用緩衝体がボルトで取り付けられる。
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貯蔵用上部緩衝体

上部緩衝体
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第1図 MSF-24P型構造図(蓋音11の金属部への衝突が生じない設置方法(キ黄置き))

.

＼

＼

＼

＼

＼. 部トラニオン

使用済燃料集合体

＼ ＼

＼江、部陵_.オ_.

貯蔵架台
(中請範囲外)

＼外筒

スケット

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社

[Ξ1]内は商業機密のため、非公開とします。

＼
＼

＼
＼
＼

＼

＼
＼



無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社

10

[三ヨ内は商業機密のため、非公開とします。

久
扣
弛
運
)
岩
器
3
ぢ
劃
ミ
黒
迦
(
》
論
嘘
側
(
昌
沌
図
匡
当
醐
ル
其
'
巽
図
N
澱



無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社

Ⅱ

[Ξ1]内は商業機密のため、非公開とします。

図
腫
支
鑾
区
図
門
避



無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社

n

[1ヨ内は商業機密のため、非公開とします。

図
腫
当
軍
翠
契
図
寸
鞍



無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社

13

[1ヨ内は商業機密のため、非公開とします。

瓢
K
1
 
図
n
澱



無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社

N

[1ヨ内は商業機密のため、非公開とします。

]
{
鼎
鞭
K
1
 
図
C
避



無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社

15

[1ヨ内は商業機密のため、非公開とします。
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[1ヨ内は商業機密のため、非公開とします。
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[1ヨ内は商業機密のため、非公開とします。
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全質量 q吏用済燃料集合体を含む)

項

収

大

納

目

第1表

キャスク本体

胴(ガンマ線遮蔽材)

MSF-24P 型の仕様

体

外筒(ガンマ線遮蔽材)

オトラ ^

中性子遮 蔽

烹奥伝 フ イ

劉む

数

仕

量

質

135 t 以下

へりウムガス

6.8 m 以下

3.6 m 以下

蔵用

ホ

部

スケノ＼

炭素鋼(]SME GIFI)

炭素鋼(SGV48の

析出硬化系ステンレス鋼(SUS腿0-H1巧の

レジン(エポキシ系枯甥旨)

銅

(元])

金属ガスケット

スケ

性

(1卞2)

(注3)

羽体

様

貯蔵用緩衝体

15.8 W

次

ル

ツ

ツトフ゜

子吸

内

緩 重i

カバープレート

ト

閉

レ

収

(注1)収納する使用済燃料集合体のうち最も重い17×17燃料(バーナブルポイズン集合体を収納した状態)

を収納した最大質量である。

(注2)貯蔵用上部緩衝体から貯蔵用下部緩衝体問の長さである。

(注3)貯蔵用緩衝体外径寸法(上部・下部共通である。

炭素鋼σS1正吼FI)

炭素鋼σ豁伍 GIFI)

ステンレス鋼(SUS304)

ニッケルクロムモリブデン鋼(S湘一器)

じ

充

21

込 め

ル

ガ

アルミニウム合金(柵一A3004-H112)

ほう素添加アルミニウム合金

ネル

ス

方

材

式

木材

ステンレス鋼(SUS304)

圧カセンサによる蓋問(一次蓋一二次蓋闇)圧力監視
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MSF-24P 型の収納条件

MSF-2卯型に収納する使用済燃料集合体の仕様(収納条件)を第2表に示す。なお、使用済燃料集合体

は、第3表に示す仕様(収納条件)のバーナブルポイズン集合体を挿入した状態でMSF-2Ⅱ型へ収納する場

合がある。

MSF-2Ⅱ型に収納する使用済燃料集合体及びバーナブルポイズン集合体を挿入する使用済燃料集合体の

収納位置条件を第玲図に示す。

なお、使用済燃料集合体をMSF・24P型に収納するにあたり、17×17燃料と巧X15燃料は混載しないが、

48,00のNd/t 型と 39,00山Nd/t 型、及びA型とB型は混載可能である。

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社
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項

第2表(V2)使用済燃料集合体の仕様(収納条件)

使用済燃料集合体の種類

目

集

仕

全

体 幅

48,000Ⅷd/t 型

A型

初期濃縮度

(集合体平均)

長

17× 17 燃料

最高燃焼度(注】)

B型

冷

様

39,000洲d/1 型

約討4 m

却

A型

収

期

4.2 Wt %以、ド

約 410o mm

納

闇

約680 蚫

48,000 Ⅷd/t

体

平均燃焼度

B型

15年以上

数

(注 1)

(注2)

(注3)

(i卞 2 )

最高燃焼度とは、収納する燃料集合体1イ本の燃焼度の最大値を示す。

平均燃焼度とは、収納する全燃料集合体に対する燃焼度の平均値を示す。

17×17燃料のうち、最も崩壊熱量の大きい48,000Ⅷd/t (A型)がMSF-24P 型 1基あたりの平

均燃焼度44,00瓜Nd/t まで燃燃妾、15年冷却して24体収納した場合の崩壊熱量を基に設定し

た値。

17年以上

壊

3.7 Wt%以下

39,000 浦阿/t

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社

15年以上

24体

44,000 INd/t 以下

17年以上

15.8 kl'以下枇3)

器

熱量

合

量

ー
ー
↑
1

形
状
質

欝
隻
口
体
1
体
の
'

广
1
 
,

兼
用
キ
ャ
ス
ク
ー
基
当
た
り
の
'

崩



項

第2表松々)使用済燃料集合体の仕様(収納条件)

使用済燃料集合体の種類

目

形

状

集

仕

質

全

体 幅

48,000洲d/t 型

A型

初期濃縮度

(集合体平均)

長

巧X15燃料

量

最高燃焼度

B型

冷

様

(i卞 1)

39,00山N、d/t 型

約214 m

却

A型

収

期

4.1 Wt%以下

約410o m

納

問

約670 蚫

48,000 脇阿/t

体

平均燃焼度枇幻

B型

15年以上

数

(注 1)

(注2)

(注3)

最高燃焼度とは、収納する燃料集合体1体の燃焼度の最大値を示す。

平均燃焼度とは、収納する全燃料集合体に対する燃焼度の平均値を示す。

15×15燃料のうち、最も崩壊熱量の大きい48,00瓜Nd/t (A型)がMSF-24P型 1基あたりの平

均燃焼度",00のNd/ほで燃1耐妾、15年冷却して24体収納した場合の崩壊熱量を基に設定し

た値。

17年以上

壊

3.5 Wt%以下

39,000 IN、d/1

量

15年以上
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N体
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第3表(V2)バーナブルポイズン集合体の仕様(収納条件)

項

バーナブルポイズン集合体の

類種

[三ヨ内は商業機密のため、非公開とします。

集

目

質

全

日召

体

"、、、

仕

冷

幅

射

17×17 燃料用

A型

長

兼用

収

却

様

期

キャスク1

納

約1田 m

期

問

B型

約4000 肌

第3表伐/2)バーナブルポイズン集合体の仕様(収納条件)

項

体

間

約鈴繪

バーナブルポイズン集合体の

類種

りの

数

巧年以上

目

質

Ⅱ召

体

"1、"、

仕

冷

幅

射
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15× 15 燃料用

A型

長

兼用

収

却

様

期

キャスク 1

納

量

約 156 肌

期

間

B型

約如卯肌

基当た

体

間

約26 蚫

りの

数

15年以上
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巨回

回

図1図
図羅Z区

■乙Z彫誘区
■誘Z1誘綴区
■綴誘区

ヨ図

鈴

巨ヨ燃焼度が48,00のNd/t 以下の使用済燃料集合体の収納位置

[三ヨ内は商業機密のため、非公開とします。

[ヨ燃焼度が44,00山Nd/t以下の使用済燃料集合体の収納位置

巨画]

一画

第帰図使用済燃料集合体の収納位置条件

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



4 貯蔵施設の前提条件

MSF-2卯型を使用することができる兼用キャスク貯蔵施設の概要図を第14図に示す。また、 MSF-24P型

を貯蔵施設で使用するための前提条件を第4表に示す。

蓋音3の金属部

への衝突が生

じない設置方

法(横置き)

屋タト貯蔵

蒋動式クレーン

附

貯蔵建屋内貯蔵

第N図兼用キャスク貯蔵施設概要図 q卿

貯念i

悟形クレーン

兼用キャスウ

(貯蔵建屋(コンテナ)内に1基)

貯哉架台 貯蔵建屋(コンテナJ

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社
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前提条件

周鬨温度

第4表 MSF・2卯型を貯蔵施設で使用するための前提条件

貯蔵建屋

壁面温度

最局

貯蔵建屋の材質

(屋根・壁・床)

最低

目豆同

屋夕f貯蔵

認で

-20て

貯蔵建屋内貯蔵

45%)

-20叉》

コンクリート

(ふく射率0.94 以上)

備て

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社
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5. MSF-24P型の設計貯蔵期問

5.1 要求事項

特定機器の設計の型式i正明申請において、兼用キャスクの設計貯蔵期間に関する要求事項は、以下のとおり

である。

山設置許可基準規則要求事項

a.設置許可基準規則解秒■嘔己4第16条5項

・第16条第2項第1号ハ及び同条第4項各号を満たすため、兼用キャスクは、当該兼用キャスクを構成す

る音畊オ及酬吏用済燃料の綛甲変化を吉慮した上で、使用済燃料の健全性を確保する設計とすること。こ

こで、「兼用キャスクを構成する音畊オ及び使用済燃料の経年変化を老慮した上で、使用済燃料の健全性

を確保する設計」とは、以下を満たすi斐計をいう。

・設計貯蔵期問を明確にしていること。

・設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境条件下での経仟・変化を老慮した材料及て財筈造であること。

②原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関する審査ガイド確認事

項

叫.6 設計貯蔵期問」には、以下のように記載されている。

【審査における確認事項】

設計貯蔵期問は、設置(変更)許可申請霄で明確にされていること。

【確認内容】

設計貯蔵期問は、当該設計貯蔵期問中の兼用キャスクの安全機能をi判而するに当たり、材料及て餅筈

造のホ丕年、変化の老慮を行うための前提条件となるため、設置(変更)許可申請書で明硫にされている

こと。

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社
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5.2 要求事項への適合性

MSF-2Ⅱ型の設計貯蔵期間については、以下のとおり審査ガイドの確認内容に適合している。

〔確認内容〕

設計貯蔵期間は、当i鬚斐計貯蔵期闇中の兼用キャスクの安全機能をi判西するに当たり、材料及び構造の経

年変化の考慮を行うための前提条件となるため、設置(変更)許可申請書で明確にされていること。

MSF-2Ⅱ型の設計貯蔵期間は60年として、型式ヨ正明申請書で明確にされている。また、設計貯蔵期間中の

MSF-24P型の材料及て財苗造の健全性については、 6.⑤で説明する。

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社
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特赳幾器(MSF-24P 型)の安全設計

3.項の使用済燃料の収納条件を踏まえ、設計貯蔵期問(60年)において、 MSF-2Ⅱ型が有する安全機能

(臨界防止、遮蔽、除熱、閉じ込め)を維持できる設計とする。

また、 MSF-24P 型は、安全機能を%倒寺するうぇで重要な構成音畊オについて、設計貯蔵期問中の1品度、放

射線等の環境及び当該環境下での腐食等の経年変化に対して十分な信頼性のある材料を選定し、その必要

とされる強度、性能を維持するように設計する。

各安全機能及び長期健全性に対する要求事項への適合性(安全i判西)について、以下に示す。

山 MSF-2Ⅱ型の臨界防止機能

補足説明資料16-2 「臨界防止機能に関する説明資料化5-95JWⅡ)」に示す。

② MSF-24P型の遮蔽機能

補足説明資料 16-3 「遮蔽機能に関する説明資料化5-95n212)」に示す。

(3) MSF-2Ⅱ型の除熱機能

補足説明資湘H6-4 「除梨岼幾能に関する説明資料化5-95n'213)」に示す。

④ MSF-24P型の閉じ込め機能

補足説明資料・16-5 「閉じ込め機能に関する説明資料化5-95n214)」に示す。

(5) MSF・24P 型の長期健全性

補足説明資料 16-6 「材料・構造健全性に関する説明資料化5一鮖H215)」に示す。

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社
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フ. MSF-24P型の蓋間圧力等の監視について

フ'1 要求事項

特定機器の設計の型式ぎ正明申詰において、MSF-2Ⅱ型の蓋間圧力等の監視に関する要求事項は、以下のとお

りである。

ω設置許可基準規則要求事項

a 設置許可基準規則第16条第4項三号

・使用済燃料が内包する放射性物質を閉じ込めることができ、かつ、その機能を適切に監視することがで

きるものとすること。

b 設置許可基準規則角罧朋1信己4第16条第4項

・第16条第4項第3号に規定する「放射性物質を適切に閉じ込めることができ、かつ、その機能を適切に

監視することができる」とは、次項に規定するもののほか、貯蔵事業許可基準規則解釈第5条第1項第

1号及び第2号並びに第17条第1項第1号に規定する金属キャスクの設計に関する基準を満たすこ

とをいう。

・貯蔵事業許可基準規則解釈第17条第1項

第1項に規定する「適切に監視することができる」とは、以下の設計をいう。

蓋音Sが有する閉じ込め機能を監視できること。

羽

②原子力発電戸斤敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関する審査ガイド確認

事項

稔.安全機能の確保 2.4 閉じ込め機能」には、以下のように記載されている。

【審査における確認事項】

①設計上想定される状態において、兼用キャスクが内包する放射性物質を適切に閉じ込めることが

できること。

【確認内容】

①長期間にわたって閉じ込め機能をネ隹持する観点から、耐熱性、耐食性等を有し耐久性の高い金属

ガスケット等のシールを採用するとともに、蓋音Kを一次蓋と二次蓋の二重とし、一次蓋と二次蓋と

の間の圧力(以下「蓋間圧力」という。)を監視することにより、蓋音Kが有する閉じ込め機能を監

視できること。

また、

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社

「4.自然現象等に対する兼用キャスクの設計 4.4 監視機育昌には、以下のように記載されてい



る。

【審査における確認事項】

蓋間圧力及び兼用キャスク表面温度について、適切な頻度での監視をすること。

郵寉認内容】

①蓋問圧力を適切な頻度で監視すること。ここで、適切な頻度とは、閉じ込め機能が低下しても、

FP ガス等の放出に至る前に、密封シーノ暗"の異常を検知できる頻度をいう。頻度の設定に当たっ

ては、設計貯蔵期間中の兼用キャスク発熱量の低下、周囲環境の温度変化及び蓋問圧力の変化を吉

慮する。

②兼用キャスク表面温度を適切な頻度で監視すること。ここで、適切な頻度とは、除糾幾能が低下

しても、兼用キャスクや燃料被覆管が健全であるうちに異常を検知できる頻度をいう。

フ.2 要求事項への適合性

MSF-24P型の蓋問圧力等の監視については、以下のとおり審査ガイドの確認内容に適合している。

〔科疏忍内容〕

①長期間にわたって閉じ込め機能を%借寺する観点から、耐熱性、耐食性等を有し耐久性の高い金属ガス

ケット等のシールを採用するとともに、蓋音Kを・一次蓋と二次蓋の二重とし、一次蓋と二次蓋との問の圧

カ(以下「蓋闇圧力」という。)を監視することにより、蓋音"が有する閉じ込め機能を監視できること。

上記の内容への適合性については、6.④で説明する。

〔確認内容〕

(D 蓋間圧力を適切な頻度で監視すること。ここで、適切な頻度とは、閉じ込め機能が低下しても、FPガ

ス等の放出に至る前に、密封シーノ暗Kの異常を検知できる頻度をいう。頻度の設定に当たっては、設計

貯蔵期問中の兼用キャスク発熱量の低下、周囲環境の温度変化及び蓋問圧力の変化を考慮する。

②兼用キャスク表面温度を適切な頻度で監視すること。ここで、適切な頻度とは、除熱機能が低下して

も、兼用キャスクや燃料被覆管が健全であるうちに異常を検知できる頻度をいう。

上記の内容については、型i賦正明の審査範囲外とする。
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